
【問題】次の問いに答えなさい。
建築施工・ドリル４＜工事契約と施工管理２＞

［２］施工管理

って施工管理を行う。

　施工計画とは、｢設計図書に示された品質の建物を、契約に従って、定められた工期と

（１）施工計画

　工事着工時　　→　施工中　　　　　　　　　　　　　　　　　→　竣工時

工費の範囲で安全に完成させる計画」のことで、施工者は施工計画書を作成する。

　　　　　　　　　　聞いて作成する。使用材料の商品名・ﾒｰｶｰ名等を具体的に記載。

（２）提出書類など

①設置の届出をすべき機械等の例

・足場(60日未満のものを除く）／つり足場、張り出し足場以外の足場では高さ10m以上

・型枠支保工(支柱の高さが3.5m以上)

　３０日前までに労働基準監督署長に届け出なければならない。

ただし仮設の建設物または機械等で、労働省令で定めるものは届出の必要なし。

特定建設作業実施届 市町村長

警察署長

道路管理者

施工者

施工者

道路占用許可申請者

提出書類 提出先 提出者 提出時期

◎その他の法規による提出書類と提出先

着工前

完了から４以内

確認申請時

着工前

着工前

仮使用承認申請書

工事完了検査申請

建築確認申請

建築工事届

建築物除去届

建築主事

建築主事

特定行政庁

都道府県知事

都道府県知事

建築主

建築主

建築主

建築主

施工者

提出書類 提出先 提出者 提出時期

◎建築基準法による提出書類と提出先

☆「建設物、機械等の設置、移転または主要構造部の変更届」は、その計画を工事開始

・架設通路(高さ及び長さが10m以上)

・クレーン0.5t以上３t未満

②設置の報告をすべきクレーン

・ 移 動 式 ク レ ー ン

☆「建設工事の計画届」は、建設業の仕事で重大な労働災害を生ずるおそれがある特に大

規模な仕事で、労働省令で定めるものを開始しようとするときは、３０日前までに厚生

労働大臣に届け出なければならない。

　施工者は、契約通りに建築物を施工するために、工事着工時・施工中・竣工時にわた

（１）施工者が行う施工管理の内容を、工事着工時・施工中・竣工時それぞれ書きなさい。

（２）施工計画について、簡潔に説明しなさい。

工事着工時 施　工　中 竣工時

①総合仮設計画書：施工計画を総合的に検討し、安全かつ合理的な仮設の配置計画を示す。

（３）総合仮設計画書について、簡潔に説明しなさい。

②工事別施工計画書：専門工種別に作成するもので、元請負者が専門工事業者の意見を （４）工事別施工計画書について、簡潔に説明しなさい。

（施工計画）　　　（品質管理・工程管理・安全管理・原価管理）　（竣工検査）等 等等

◎労働安全衛生法の規定による届出（計画の届出など） （５）労働安全衛生法の規定による届出について、空欄を埋めなさい。

☆「建設物、機械等の設置、移転または主要構造部の変更届」は、その計画を工事開始

ただし仮設の建設物または機械等で、労働省令で定めるものは届出の必要なし。

　（　　　）日前までに（　　　　　　　　　　　　　）に届け出なければならない。

ただし仮設の建設物または機械等で、（　　　　　）で定めるものは届出の必要なし。

①設置の届出をすべき機械等の例

②設置の報告をすべきクレーン

☆「建設工事の計画届」は、建設業の仕事で重大な労働災害を生ずるおそれがある特に大

規模な仕事で、（　　　　　）で定めるものを開始しようとするときは、３０日前までに

（　　　　　　　　　　）に届け出なければならない。

特定建設作業実施届

道路使用許可申請書

道路占用許可申請書

提出書類 提出先 提出者 提出時期

◎その他の法規による提出書類と提出先

仮使用承認申請書

工事完了検査申請

建築確認申請

建築工事届

建築物除去届

提出書類 提出先 提出者 提出時期

◎建築基準法による提出書類と提出先

道路使用許可申請書

道路占用許可申請書

道路にはみ出して看板や日よけを設置したり、道路に管路やケーブル等の施設を設置して、継続して道路を使用することを「道路の占用」といいます。

２  道路使用許可が必要な行為

・　道路において、工事もしくは作業をしようとする行為

・　道路に石碑、広告塔、アーチ塔の工作物を設けようとする行為

・　場所を移動しないで、道路に露店、屋台等を出そうとする行為

・　道路において祭礼行事、ロケーション等をしようとする行為

着工前

着工前

作業開始７日前


